
市町別の休息時間の廃止の状況（平成１９年４月１日現在） 

団 体 名 
H19.3.31 

までに廃止 

H19.6.30 

までに廃止 

平成19年度中に

廃止予定 
廃止時期未定 

津 市   ○  

四日市市   ○  

伊 勢 市    ○ 

松 阪 市  ○   

桑 名 市  ○   

鈴 鹿 市    ○ 

名 張 市   ○  

尾 鷲 市  ○   

亀 山 市  ○   

鳥 羽 市  ○   

熊 野 市   ○  

いなべ市  ○   

志 摩 市   ○  

伊 賀 市   ○  

木曽岬町  ○   

東 員 町    ○ 

菰 野 町  ○   

朝 日 町  ○   

川 越 町  ○   

多 気 町  ○   

明 和 町    ○ 

大 台 町  ○   

玉 城 町    ○ 

度 会 町  ○   

大 紀 町  ○   

南伊勢町  ○   

紀 北 町  ○   

御 浜 町  ○   

紀 宝 町   ○  

市 計 0 6 6 2 

町 計 0 11 1 3 

合 計 0 17 7 5 

（注） 平成１９年４月１日時点の調査であるため、平成１９年度中に廃止予定又は廃

止時期未定の団体であっても、休息時間を既に廃止しているものがあります。 

 

 

 

 

別 表 １


